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1 昭和 61年 12月 12日(金曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 5名

1番 神田 守隆 2番 田沢 勝{書

3番 山中金治郎 4番 小宮 利夫

5番 横溝 功 6番 生稲 陸

7番 榎本 春光 8番 日下 君敏

9番 福原 勤 1 0番 川名 正二

手 1 1番 飯田 義男 1 2番 石井 謀

1 3番 石井 昌治 1 4番 伊藤幸太郎

1 5番 渡辺 昭夫 1 6番 松下 正己

1 1番 近藤 好雄 1 9番 黒川 平治

2 1番 吉田勇治郎 2 2蕃 林 豊

2 3番 伊賀 多朗 2 4番 流山源次郎

2 5番 五十嵐 昇 2 6番 石井 正

2 1番 安西 益男

1 欠席議員 1名

2 0番 石井 武敏

1 出席説明員

市 長 半海 良一 助 役 小倉 澄男

収 入 役 山田 俊康 市長公室長 斉藤 武男

ら 総務 部長 飯野 芳郎 民生 部長 渡辺 弘

経済 部長 安西 良一 水道 課長 石井 敏夫

教育委員会正木 高間
教育委員会福原 修

委 員 長 教育長

選挙管理委員会 加藤 利 選挙管理委員会 佐藤 輝雄
委 員 長 事務局書記長

監査 委員 鈴木 重司 監査事事局長 橋本 巌利

農業委員会会長 斎藤 明 農業委員 会池田
事務局長 六郎

1 出席事務局職員

事務 局長 圧司 利光 事務局長補佐 兵藤 恭一

書 記 鈴木 哲 書 記 土橋 康彦

書 sa 熊井 成和
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1 議事日程{第 1号)

昭和 61年 12月 12日午前 10時開議

日程第 1 会議録署名議員の指名

日程第 2 会期の決定

日程第 3 会議日程の決定

議案第 59号 昭和 61年度館山市一般会計補正予算(第

6号)の専決処分の承認について

議案第 60号 館山市職員給与条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第 61号 館山市半島振興対策実施地域における固定

資産税の特例措置に関する条例の制定につ

』

F
e
e

いて

日程第 4< 議案第 62号 昭和 61年度館山市一般会計補正予算(第

7号)

議案第 63号 昭和 61年度館山市国民健康保険特別会計

補正予算(第 2号)

議案第 64号 昭和 61年度館山市ユースホステル特別会

計補正予算(第 1号)

議案第 65号 昭和 61年度館山市水道事業特別会計補正

予算(第 1号)

議案第 66号 昭和 61年度館山市国民宿舎事業特別会計
Y 

補正予算(第 1号)

開 会午 前 10時 o4分

。議長(伊賀多朗君) 本日の出席議員数 25名、乙れより昭和 61年

第 4回市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を聞きます。

議長の報告

。議長(伊賀多朗君) 本定例会議案審議のため、地方自治法第 121

条の規定による出席要求lζ 対し、お手元lと配付のとおり出席報告があり
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子

ましたので、御了承願います。

なお、監査委員から 9月乃至 11月実施の監査結果及び市長から地方

自治法第 180条の規定による専決処分が報告されております。それぞ

れお手元に配付の印刷書により御了承願います。

議案の配付

。議長(伊賀多朗君) ただいま市長から議案並びに説明書の送付があ

りました。

議案並びlと説明書を配付いたさせます。

配付漏れはありませんか。一一→記付漏れなしと認めます。

本日の議事はお手元lζ 配付の日程表はより行います。

会議録署名議員の指名

。議長(伊賀多朗君) 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

8番議員日下君敏君、 21番議員吉田勇治郎君、以上両君を指名いた

します。

会期の決定

。議長(伊賀多朗君) 日程第 2、会期の決定を行います。

本定例会の会期lζ っき議会運営協議会の意見は本 12月 12日から 1

2月 20日までの 9日間という乙とであります。

i お諮りいたします。会期を 9日間と定めます乙とに御異議ありません

か。

( r異議なし Jと呼ぷ者あり)

。議長(伊賀多朗君) 御異議なしと認めます。よって、会期は 12月

1 2日から 12月 20日までの 9日間と決定いたしました。

会議日程の決定

。議長(伊賀多朗君) 日程第 3、会議日程の決定を行います。

お諮りいたします。お手元lζ配付の会議日程表は、本定例会の大体の

日取り予定でありますが、議会運営協議会の意見により作成いたしまし
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た。本定例会をおおむね乙の会議日程表により運びますとともに、その

間議案の追加または議事の都合等lとよりましてその都度乙れを改める乙

とにして大体乙のようにいたしたいと思います。乙れに御異議ありませ

んか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(伊賀多朗君) 御異議なしと認めます。よって、会議日程は決

定いたしました。

市長のあいさつ

O議長(伊賀多朗君) 乙の際、申し上げます。

ただいま市長から、市長就任はっきあいさつをいたしたいとの申し出

がありました。暫時乙れを許します。

(市長半揮良一君登壇}

。市長(半海良一君) 一言ごあいさつを申し上げます。

御承知のように、去る 11月 16日執行の市長選挙に際しましては、

大方の市民の御支援によりまして無投票当選という身に余る信託をいた

だき、心から感謝を申し上げていると乙ろでございます。同時に、 4度

市政を担当することの責務の重大きを改めて痛感いたしております。

私は、市長就任以来今日まで人間尊重を基本理念lζ市民福祉の向上、

教育、文化の振興、生活環境の整備、産業の振興を基本方針として市政

にあたってまいりました。乙れからは、東京湾横断道路の着工など新し

? 

い時代に向けまして本市といたしましでも 21世紀を展望して策定いた ? 
しました総合計画を基本としまして、快適でゆとりある生活環境都市づ

くり、温かい心の通う健康都市づくり、地域の個性が生きる人間性豊か

な文化教育都市づくり、創造力と活力lζ満ちた産業都市づくり、自立と

連帯で築くコミュニティ都市づくりを柱とした活力ある文化福祉都市の

実現を目指し、過去 12年聞の経験を生かしながら初心に立ち返り全力

を傾注してまいる所存でございます。

どうか、今後ともより一層議員各位の御協力、御支援を賜りますよう

切にお願い申し上げまして、ごあいさつにかえる次第でございます。あ

りがとうございました。
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0議長(伊賀多朗君) 以上で市長のあいさつを終わります。

議案の上程

。議長(伊賀多朗君) 日程第 4、議案第 59号乃至議案第 66号の各

議案を一括して議題といたします。

0議長(伊賀多朗君)

ます。

提案理由の説明

乙れより各議案に対する提案理由の説明を求め

{市長半揮良一君登壇)

0市長(半淳良一君} 本目、乙乙に第 4回市議会定例会そ招集いたし

ましたと乙ろ、議員の皆様方におかれましては、年末御多忙の折にもか

かわらず御出席を賜りま乙とはありがとうございます。

今回、提案いたします案件は、条例議案 2件及び補正予算 6件でござ

います。

以下、その概要について御説明申し上げます。

まず、議案第 59号昭和 61年度館山市一般会計補正予算(第 6号}

の専決処分の承認についてでございますが、千葉海区漁業調整委員会委

員 1名の辞任lζ伴う補欠選挙が、漁業法第 93条第 2項の規定はより本

年 11月6日執行予定となりましたので、乙の執行経費はっきまして全

額県支出金を財源として見込み、 13万 60 0 0円を追加する補正予算

; を昭和 61年 10月20日岬決処分いたしましたので、議会民報告し、

乙の承認を求めようとするものでございます。

次iと、議案第 60号館山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定

についてでございますが、本年 8月 12日付の人事院勧告に基づく国家

公君臨員の給与改定は伴い、本市におきましても一般臓員の給桝表、誇手

当につきまして、国及び県lζ準じその額を改定しようとするものであり

ます。

実施時期比つきましては、一般職員に適用する給制表、扶養手当は本

年 4月1自に遡って適用し、宿日直手当は昭和 62年 1月1日から施行

しようとするものでございます。

一 11-



また、特殊勤務手当表の改正につきましては、一般の職員は休日とな

る年末年始lと、勤務の特殊性から勤務会要する収集管理センタ一等の職

員lと対し、本年 12月 29日から特殊勤務手当が支給できる旨改めよう

とするものでございます。

次lζ 、議案第 61号館山市半島振興対策実施地域における固定資産税

の特例措置に関する条例の制定についてでございますが、御案内のとお

り昨年 6月lζ 半島振興法が制定され、本市もその半島振興対策実施地域

として指定されたと乙ろでございますが、乙の法律の趣旨にのっとり、

本市における企業立地の促進、雇用の拡大等本市の振興を積極的に図り、 pー
もって市民生活の向上に資するため、地方税法第 6条第 2項の規定Iζ基

づき一定の条件及び期間のもとに製造用設備を新たに設置し、または増

設し、あるいは工場敷地&取得した者に対し、 3年間lζ 限って固定資産

税を軽減する条例を制定しようとするものでございます。

なお、乙の条例lとより固定資産税の軽減を行った場合の減収額はっき

ましては、半島振興法第 11条の規定lとより、地方交付税において減収

補てん措置がなされるものでございます。

なお、詳細はっきましては説明資制により御了承賜りたいと存じます。

次花、議案第 62号昭和 61年度館山市一般会計補正予算(第 7号}

でございますが、歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出それぞ

れ 2億 52 0 5万円を追加し、総額 98億 6119万 2000円としよ

り左するものでございます。

歳出のうち主なものといたしまして、議会費では、議員 1名が欠員と

なったととによりまして議員報酬で 222万 1000円の減、総務費で

は、北条海岸 20ヵ所のグリーンベルト植栽工事請負費で 120万円、

久所及び田村両地区 lと集会施設を建設するため、コミュニティ事業補助

金で 210万円、また、選挙費で 206万 20 0 0円、乙れは昭和 62 

年 4月に予定されます千葉県議会議員選挙の準備事務に係る経費でござ

います。民生費では、千葉県心身障害者扶養年金条例の改正に伴う掛金

の変更によりまして納付負担金 112万 5000円、児童措置委託制で、

保育単価の改定及び措置児童数の異動はよりまして 1035万円、衛生

費では、保健センターを拠点とした保健医療体制の充実に向け、各種検

-1 2 -
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診等データ管理のためのパーソナルコンピュータ購入費で 131万 10 

o 0円、旧藤原衛生処理場貯溜池埋戻工事請負費で 711万 30 0 0円

の減、これは貯溜池を海岸ごみの埋立用地として使用する乙とはっきま

して所有者の了解が得られ、埋め戻しが不要となった乙とによるもので

ございます。また、最終処分場で使用するパワーショベル購入費の入札

残で 280万円の減、農林水産業費では、農道整備事業委託制で、事業

量及び工法変更によりまして 753万 50 0 0円の減、九重南部団体営

土地改良総合整備事業補助金で、補助対象事業費の変更によりまして 1

2 0万円の減、また、県営漁港であります船形漁港lζ係る修築工事負担

金で 595万 30 0 0円の増、県単維持工事負担金で 250万円の減、

乙れらはそれぞれ事業量の変更によるものでございます。商工費では、

県道南安房公園線南側地帯の自然環境保全を図るための用地購入費で 6

4 5万 30 0 0円、観光振興の一環といたしまして、館山フラワーフェ

スティパルの開催に対する助成のため、館山市観光行事補助金で 80万

円、土木費では、館山駅西口地区土地区画整理事業lζ係る物件調査及び

移転物件の補償を行うため、物件調査等委託料及び地上物件等補償責で

1 5 ~O 1万 8000円、教育費では、小中学校の水道使用斜で 360万

円、また、減額といたしまして、船形小学校講堂防音改築工事請負費で

1 4 9 2万 60 0 0円、館野小学校屋内運動場改築工事請負費で 53 0 

万 60 0 0円、図書館書庫増纂及び外壁補修工事請負費で 190万円、

市民センター舞台調光設備改修工事請負費で 110万円、乙れらはそれ

ぞれ入札残によるものでございます。災害復旧費では、本年 3月の豪雨

及び 8月の台風 10号により被災いたしました市道及び河川の災害復旧

工事lζ係る経費で 32 3 0万 20 0 0円、公債費では、地方債の繰上償

還に伴う償還元金等で 1億 97 1 0万 50 0 0円、また、各款における

人件費の補正でございますが、乙れは、議案第 60号で御説明申し上げ

ました本年度実施が予定されます給与改定並びに市町村職員共済組合に

対する負担金率の引き下げに伴う共済費の減額等によるものでございま

す。

以上、歳出の主なものはっきまして御説明申し上げましたが、乙れら

の財源といたしまして、園、県支出金及び地方債等の特定財源 1億 23 
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o 6万 70 0 0円、地方交付税及び繰越金等の一般財源 1i!事2898万

3 0 0 0円安もって充当しようとするものでございます。なお、乙のほ

かに地方債補正といたしまして、土木施設災害復旧事業債等の追加及び

防災行政無線整備事業債等の変更をお願いするものでございます。

次 l乙、議案第 63号昭和 61年度館山市国民健康保険特別会計補正予

算(第 2号)でございますが、歳入歳出それぞれ 1億 6562万 400

0円を追加し、総額 28億 5383万 20 0 0円としようとするもので

ございます。

乙れは、老人保健法等の一部を改正する法律の成立が遅れた乙とに伴 P 

いまして、社会保険診療報酬支払基金への支出の増加が見込まれること

によるものでございます。

次 lζ 、議案第 64号昭和 61年度館山市ユースホステル特別会計補正

予算(第 1号)でございますが、給与改定lと伴う人件費等 6万 30 0 0 

円の追加をお願いするものでございます。

次lと、議案第 65号昭和 61年度館山市水道事業特別会計補正予算

(第 1号)でございますが、収益的支出におきまして、給与改定lζ 伴ろ

人件費等 34 8万 6000円及び夏の異常渇水による三芳水道企業団か

らの受水質 26 7万 4000円、合計 616万円の追加をお願いするも

のでございます。

次に、議案第 66号昭和 61年度館山市国民宿舎事業特別会計補正予

算(第 1号)でございますが、収益的支出におきまして、給与改定に伴

う人件費等 82万 6000円の追加をお願いするものでございます。

以上、各議案lと対する提案理由について御説明申し上げましたが、よ

ろしく御審議のほどお願いいたします。

。議長(伊賀多朗君} 以上で提案理由の説明を終わります。

延 会午前 10時 21分

。議長(伊賀多朗君) お諮りいたします。

本日の会議はこれにて延会したいと思います。乙れに御異議ありませ

んか。

( r異議なし Jと呼ぶ者あり)
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。議長(伊賀多朗君) 御異議なしと認めます。

よって、本日は乙れにて延会する乙とに決しました。

なお、明 12月 13日から 14日まで議案調査のため休会、次会は 1

2月 15日午前 10時開会とし、その議事は通告による行政一般質問を

行います。

乙の際、申し上げます。一般議案、補正予算についての質疑通告の締

め切りは 12月 15日正午でありますので申し添えます。

。本自の会議l乙付した事件

1 会議録署名議員の指名

1 会期の決定

1 会議日程の決定

1 議案第 59号乃至議案第 66号

一 15-
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